
  

  当院では原則、外来受診の際には当院の外の薬局(保険調剤薬局)でお薬をもらっ 

ていただく院外処方をお願いしております。 

  

★院外処方の利点★ 

① 院内での薬の待ち時間がなくなります。(院内処方を希望された場合、長時間 

   お待たせする場合がございます。)院内に設置されている院外処方せん専用の 

       ＦＡＸ 機(無料)を利用すると大変便利です。 

② かかりつけ薬局を決めておくと、お薬の内容や細かな疑問を質問しやすくなりま 

       す。 また、飲み合わせのチェックなどもしてもらうことができます。 

 ★院外処方をスムーズに利用して頂くために★ 

【院外処方の利用手順】 

① 利用する保険調剤薬局(以下、薬局)を決めます。 

② ①の薬局に処方される予定のお薬の在庫があるかを確認して下さい。 

   もし在庫が無ければ取り寄せてもらうよう依頼して下さい。 

③ 外来受診時に診察室で医師に「院外処方を希望」と伝えて下さい。 

④ 院外処方せんを院外処方せん専用のＦＡＸ機から送る、または直接薬局へ持参 

    して下さい。院外処方せんをＦＡＸした場合には、原本を必ず薬局へ提出して下さい。 

⑤ 薬局でお薬を受け取って下さい。 

   

  

 

 

 

【注意】 

★ 薬局へのお薬の在庫の確認及び取り寄せの依頼はできるだけ早く行いましょう。 

  (取り寄せに時間がかかる場合があるようです) 

★ 処方せんの有効期限は《処方日を含め４日間》です。期限を過ぎた処方せんは 

   無効となります。期限内に薬局へ提出しましょう。                                    
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